
�愛媛県規則第２９号
愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理

する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が

処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規

則

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理

する事務の範囲を定める規則（平成１２年愛媛県規則第１６号）

の一部を次のように改正する。

別表４の項右欄第１号中「第５条」を「第７条」に改め、

同項同欄第２号及び第３号を次のように改める。

�及び� 削除

別表４の項右欄第４号中「第７条」を「第８条」に改め、

同項同欄第５号中「第４条」を「第４条第１項第１号又は第

２号」に改め、同項同欄第７号中「第１４条」を「第１７条」に

改め、同項同欄第８号中「第１５条」を「第１８条」に改め、同

項同欄第９号中「第１７条」を「第２０条」に、「第８条第１項

」を「第９条第１項の許可の申請並びに同法第１５条第１項の

登録」に改め、同表５の項同欄第１号から第３号までを次の

ように改める。

から�まで 削除

別表５の項の次に次のように加える。

５の２ 特例条例別表１７

の２の項第３号に規定

する精神保健及び精神

障害者福祉に関する法

律の施行のための規則

に基づく事務であって

規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行

細則（以下この項において「規則」という。）に

基づく事務のうち、次に掲げるもの

 規則第１４条第２項の規定に基づく患者票の記

載事項の変更の届出の受付及び当該届出に係る

届出書の知事への送付に関する事務

� 規則第１４条第４項の患者票の交付に関する事

務

� 規則第１５条の規定に基づく患者票の返納の受

付及び知事への送付に関する事務

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県規則第３０号
審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関

する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
規 則
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事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則……………………１
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正する規則………………………………………………………………１２
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○ 指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等の一部改

正…………………………………………………………………………２０

訓 令

○ 愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令…………………２０

○ 愛媛県報発行規程の一部を改正する訓令……………………………２１

○ 漁港に関する受託事務処理規程を廃止する訓令……………………２１

監査委員規程

○ 愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程……………………２１

○ 愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程………………………２２

教育委員会規則
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○ 愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則……………２４

人事委員会規則

○ 愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規則…………２５

人事委員会告示
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等の一部改正……………………………………………………………２５

公営企業管理規程

○ 愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を改正する管理規程…………２５

規 則
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に関する規則の一部を改正する規則

審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関

する規則（昭和２８年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように

改正する。

別表中「愛媛県個人情報保護審議会委員」を
「愛媛県個人

愛媛県男女

情報保護審議会委員
に改める。

共同参画会議委員 」

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県規則第３１号
理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部を改正する

規則を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部を改正

する規則

（理容師法施行細則の一部改正）

第１条 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）の

一部を次のように改正する。

第６条を削る。

（美容師法施行細則の一部改正）

第２条 美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第６５号）の

一部を次のように改正する。

第６条を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県規則第３２号
温泉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める

。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

温泉法施行細則の一部を改正する規則

温泉法施行細則（昭和５１年愛媛県規則第２８号）の一部を次

のように改正する。

第２条中「第１条」を「第１条第１項」に、「次の各号」

を「同条第２項に掲げるもののほか、次」に改め、同条中第

１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを

１号ずつ繰り上げる。

第８条を削り、第７条中「様式第５号」を「様式第６号」

に改め、同条を第８条とする。

第６条を削り、第５条中「様式第３号」を「様式第５号」

に改め、同条を第７条とする。

第４条中「第８条第１項」を「第９条第１項」に、「当該

許可の」を「、当該許可の」に改め、「の各号」を削り、同

条を第６条とする。

第３条第１項中「第２条」を「第４条第１項」に、「様式

第２号」を「様式第４号」に改め、同条第２項中「前条後段

の規定（第１号の規定を除く。）」を「第２条後段の規定」

に、「同条第２号」を「同条第１号」に、「同条第３号及び

第４号」を「同条第２号及び第３号」に改め、同条を第５条

とし、第２条の次に次の２条を加える。

（有効期間更新申請書）

第３条 省令第２条に規定する申請書は、土地掘削・増掘・

動力装置許可有効期間更新申請書（様式第２号）とする。

（工事完了・廃止届出書）

第４条 省令第３条に規定する届出書は、土地掘削・増掘・

動力装置工事完了・廃止届出書（様式第３号）とし、掘削

工事又は増掘工事が完了した場合にあつては次に掲げる書

類等を、動力装置工事が完了した場合にあつては第３号に

掲げる書類を添付しなければならない。

 柱状図

� 深度ごとの口径を記載した仕上図（口径が深度ごとに

異なる場合に限る。）

� 温泉分析書

第９条中「第４条」を「第４条第１項第１号又は第２号」

に改める。

第１１条中「第４条」を「第５条第１項」に、「次の各号」

を「同条第２項に掲げるもののほか、次」に改める。

第１２条を次のように改める。

（温泉成分等掲示届出書）

第１２条 省令第７条に規定する届出書は、温泉成分等掲示届

出書（様式第９号）とする。

第１３条中「第１２条第１項」を「第１３条第１項」に改める。

第１７条中「第８条第１項及び第１２条第１項」を「第９条第

１項及び第１３条第１項の許可並びに法第１５条第１項の登録」

に改め、同条を第２０条とする。

第１６条の見出し中「部数及び」を削り、同条中「省令」を

「法、省令」に改め、同条第１号中「温泉成分等掲示内容届

出書」を「温泉成分等掲示届出書」に改め、同条第３号中「

第１２条第１項」を「第１３条第１項」に改め、同条を第１９条と

する。

第１５条中「第１２条第１項」を「第１３条第１項」に、「様式

第１２号」を「様式第１５号」に改め、同条を第１８条とする。

第１４条中「様式第１１号」を「様式第１４号」に改め、同条を

第１７条とし、第１３条の次に次の３条を加える。

（温泉成分分析機関登録申請書）

第１４条 法第１５条第２項に規定する申請書は、温泉成分分析

機関登録申請書（様式第１１号）とする。

（温泉成分分析機関申請事項変更届出書）

第１５条 省令第１１条に規定する届出書は、温泉成分分析機関

申請事項変更届出書（様式第１２号）とする。

（温泉成分分析業務廃止届出書）

第１６条 省令第１２条に規定する届出書は、温泉成分分析業務

廃止届出書（様式第１３号）とする。

様式第１号中「氏名及び住所」を「氏名」に改め、「年

月 日生」を削り、

掘 削 地

地 目

地 番

付近の状況

「
掘削しよう

とする土地

所 在 及 び 地 番

地 目

付近の状況

「

を

」 」

に改め、

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４
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「

」

を削り、同様式注１を削り、同様式注２中�を�とし、�を
削り、�を�とし、�を�とし、�を�とし、�の前に次の
ように加える。

� 温泉法第４条第１項第３号から第５号までに該

当しない者であることを誓約する書面

様式第１号注２中「法」を「温泉法（昭和２３年法律第１
２５号）」に改め、同様式注２中を�とし、�の前に次のよ
うに加え、同様式注中２を１とし、３を２とする。

 掘削しようとする土地の付近の見取図

様式第６号を削り、様式第５号中「第７条」を「第８条」

に、「氏名及び住所」を「氏名」に改め、同様式を様式第６

号とする。

様式第４号を削り、様式第３号中「第５条」を「第７条」

に、「氏名及び住所」を「氏名」に改め、同様式を様式第５

号とする。

様式第２号中「第３条」を「第５条」に、「その代表者の

氏名及び住所」を「、その代表者の氏名」に改め、「年 月

日生」を削り、「の場所」を「をしようとする場所」に、

「愛媛県指令第 号」を「愛媛県指令 第 号」に改め、同

様式注２を削り、同様式注３中�を�とし、�を削り、�を
�とし、�を�とし、を�とし、�の前に次のように加え
、同様式注中３を２とする。

 増掘又は動力装置をしようとする場所の付近の

見取図

� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第４条第１項

第３号から第５号までに該当しない者であること

を誓約する書面

様式第２号注中４を３とし、同様式を様式第４号とし、様

式第１号の次に次の２様式を加える。

工 事 費 の 予 算

法第３条第２項に

規定する権利を有

することの証明

土地所有者名

権 利 の 内 容

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４
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様式第２号（第３条関係） 土地掘削・増掘・動力装置許可有効期間更新申請書

土地掘削・増掘・動力装置許可有効期間更新申請書

年 月 日

愛媛県知事 殿

氏名又は名称及び住所又は
申請者 所在地並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名 �

掘削、増掘又は動力装
置の許可の別

掘削・増掘・動力装置

掘削、増掘又は動力装
置の許可年月日及び許
可番号

年 月 日 愛媛県指令 第 号

工 事 の 場 所
所在及び地番

地 目

更新を必要とする理由

備 考

注１ 不要の文字は、消すこと。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第３号（第４条関係） 土地掘削・増掘・動力装置工事完了・廃止届出書

土地掘削・増掘・動力装置工事完了・廃止届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

氏名又は名称及び住所又は

届出者 所在地並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名 �

掘削、増掘又は動力装
置の許可の別

掘削・増掘・動力装置

掘削、増掘又は動力装
置の許可年月日及び許
可番号

年 月 日 愛媛県指令 第 号

工 事 の 場 所
所在及び地番

地 目

工事完了・廃止年月日 年 月 日

工
事
の
結
果

掘 削 又 は 増 掘
口 径 �
深 さ �
種 類

動 力 装 置 出 力
機 種
揚湯管の口径 �

ゆ う 出 量 自 噴 �／分 動力使用 �／分
水 位 �

注１ 不要の文字は、消すこと。
２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができ
る。

３ 次に掲げる書類等を添付すること。
 掘削工事又は増掘工事が完了した場合
ア 柱状図
イ 深度ごとの口径を記載した仕上図（口径が深度ごとに異なる場合に
限る。）

ウ 温泉分析書
� 動力装置工事が完了した場合
ア 温泉分析書

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第７号中「氏名及び住所」を「氏名」に改める。

様式第８号中「氏名及び住所」を「氏名」に改め、「年

月 日生」を削り、「及びその分析者名」を「並びにその分

析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号」に改

め、同様式注１を削り、同様式注２中�を削り、�を�とし
、を�とし、�の前に次のように加え、同様式注中２を１
とし、３を２とする。

 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第１３条第２項

各号に該当しない者であることを誓約する書面

様式第９号を次のように改める。
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様式第９号（第１２条、第１９条関係） 温泉成分等掲示届出書

温 泉 成 分 等 掲 示 届 出 書

年 月 日

愛媛県知事 殿

氏名又は名称及び住所又は
届出者 所在地並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名 �

温泉を公共の浴用又は
飲用に供する場所

源 泉 名

温 泉 の 泉 質

源泉及び温泉を公共の
浴用又は飲用に供する
場所における温泉の温
度

温 泉 の 成 分

温泉の成分の分析年月
日 年 月 日
登録分析機関の名称及
び登録番号

浴用又は飲用の禁忌症

浴用又は飲用の方法及
び注意

注１ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができる。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第１０号中「氏名及び住所」を「氏名」に改める。

様式第１２号中「第１５条」を「第１８条、第１９条」に、「氏名

及び住所」を「氏名」に、「法第１２条」を「温泉法（昭和２３

年法律第１２５号）第１３条第１項」に改め、同様式を様式第１５

号とする。

様式第１１号中「第１４条」を「第１７条、第１９条」に、「氏名

及び住所」を「氏名」に改め、同様式を様式第１４号とし、様

式第１０号の次に次の３様式を加える。

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

８



様式第１１号（第１４条関係） 温泉成分分析機関登録申請書

温 泉 成 分 分 析 機 関 登 録 申 請 書

年 月 日

愛媛県知事 殿

氏名又は名称及び住所又は
申請者 所在地並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名 �

分 析 施 設

名 称

所 在 地

温 泉 成 分 分 析 に 使 用
す る 器 具 、 機 械 又 は
装 置 の 名 称 及 び 性 能

分 析 責 任 者

氏 名

温泉成分分
析の業務に
関し有する
資格
温泉成分分
析に関する
経験及び研
究成果の概
要

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

注１ 次に掲げる書類等を添付すること。
 定款又は寄附行為及び登記簿謄本（申請者が法人の場合に限る。）
� 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し（申請者が個人の場合に限る。）
� 分析施設の見取図
� 温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを
証する書類

� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第１５条第４項各号に該当しない者であること
を誓約する書面

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

９



様式第１２号（第１５条関係） 温泉成分分析機関申請事項変更届出書

温 泉 成 分 分 析 機 関 申 請 事 項 変 更 届 出 書

年 月 日

愛媛県知事 殿

氏名又は名称及び住所又は
届出者 所在地並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名 �

登録の年月日及び登録番号 年 月 日 第 号

分 析 施 設

名 称

所 在 地

変
更
の
内
容

事 項 変 更 前 変 更 後

変 更 の 年 月 日 年 月 日

変 更 の 理 由

備 考

注１ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができ
る。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

１０



様式第１３号（第１６条関係） 温泉成分分析業務廃止届出書

温 泉 成 分 分 析 業 務 廃 止 届 出 書

年 月 日

愛媛県知事 殿

氏名又は名称及び住所又は
届出者 所在地並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名

登録の年月日及び登録番号 年 月 日 第 号

分 析 施 設

名 称

所 在 地

廃 止 の 年 月 日 年 月 日

廃 止 の 理 由

備 考

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

１１



附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の温泉法施行細則様式第１

号、様式第２号及び様式第８号の規定により提出されてい

る書類は、それぞれ改正後の温泉法施行細則様式第１号、

様式第４号及び様式第８号の規定により提出された書類と

みなす。


	
	
	

�愛媛県規則第３３号
愛媛県保健所使用料規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県保健所使用料規則の一部を改正する規則

愛媛県保健所使用料規則（昭和３３年愛媛県規則第４１号）の

一部を次のように改正する。

本則第１号アの表直接撮影の項中

１，３３０円
１，３００円
１，２８０円

「 １，３２０円
１，２９０円
１，２７０円

「

を に改め、同表間接撮影

」 」

の項中「６３０円」を「６２０円」に改め、同表注の表中

１７０円

１２０円

１００円

７０円

「 １５０円

１１０円

９０円

６０円

「

を に改め、同号イの表検査の

」 」

部ツベルクリン反応の項中「２２２円」を「２１８円」に改める

。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県規則第３４号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部

を改正する規則を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の

一部を改正する規則

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和

４１年愛媛県規則第３２号）の一部を次のように改正する。

第１２条に次の１項を加える。

３ 市町村長（保健所を設置する市の長を除く。以下同じ。

）は、法第３２条第３項の規定により第１項の申請書を知事

に送付するときは、当該保健所長を経由しなければならな

い。

第１３条第１項中「に規定する患者票」を「の規定による患

者票の交付」に、「よる」を「より、当該保健所長を経てす

る」に改める。

第１４条第２項中「、当該保健所長を経て」を削り、同条第

３項中「前項」を「第２項」に改め、「、当該届出をした者

に」を削り、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の

１項を加える。

３ 市町村長は、政令第４条の２第３項又は愛媛県事務処理

の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号。以下「

特例条例」という。）別表１７の２の項の規定により前２項

の届出書を知事に送付するときは、当該保健所長を経由し

なければならない。

第１５条中「当該保健所長を経て、」を削り、同条中第１号

を削り、第２号を第１号とし、同条第３号中「前各号」を「

前号」に改め、同号を同項第２号とし、同条に次の１項を加

える。

２ 市町村長は、政令第４条の２第４項又は特例条例別表１７

の２の項の規定により前項の患者票を知事に送付するとき

は、当該保健所長を経由しなければならない。

第２７条第１項中「同条第５項」を「同条第４項」に、「第

９条」を「第９条第１項」に改め、同条に次の２項を加える

。

３ 市町村長は、政令第５条の３、第８条第１項又は第９条

第３項の規定により第１項の申請書を知事に送付するとき

は、当該保健所長を経由しなければならない。

４ 法第４５条第２項並びに政令第８条第２項及び第９条第２

項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、当該保

健所長を経てするものとする。

第２８条中「を交付して」を「により、当該保健所長を経て

」に改める。

第２９条に次の２項を加える。

２ 市町村長は、政令第７条第２項又は第４項の規定により

前項の届出書を知事に送付するときは、当該保健所長を経

由しなければならない。

３ 政令第７条第５項の規定による精神障害者保健福祉手帳

の交付は、当該保健所長を経てするものとする。

第３０条第１項中「第１０条」を「第１０条第１項」に改め、同

条に次の２項を加える。

３ 市町村長は、政令第１０条第３項又は第１０条の２第２項の

規定により第１項の申請書又は前項の精神障害者保健福祉

手帳を知事に送付するときは、当該保健所長を経由しなけ

ればならない。

４ 政令第１０条第１項の規定による精神障害者保健福祉手帳

の交付は、当該保健所長を経てするものとする。

本則に次の１条を加える。

（精神障害者居宅生活支援事業の実施、変更、廃止等の届

出書）

第３２条 法第５０条の３第１項の規定による届出は、精神障害

者居宅生活支援事業実施届出書（様式第２９号）により、当

該保健所長を経てするものとする。

２ 法第５０条の３第２項の規定による届出は、精神障害者居

宅生活支援事業変更届出書（様式第３０号）により、当該保

健所長を経てするものとする。

３ 法第５０条の３第３項の規定による届出は、精神障害者居

宅生活支援事業廃止（休止）届出書（様式第３１号）により

、当該保健所長を経てするものとする。

様式第１８号の３中「勤務看護婦（士）」を「勤務看護師」

に、「勤務准看護婦（士）」を「勤務准看護師」に、「看護

婦、准看護婦」を「看護師、准看護師」に、「看護婦と准看

護婦」を「看護師と准看護師」に改め、同様式添付書類２中

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

１２



「看護婦（士）、准看護婦（士）」を「看護師、准看護師」

に改める。

様式第２８号の次に次の３様式を加える。

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

１３



様式第２９号（第３２条関係） 精神障害者居宅生活支援事業実施届出書

精神障害者居宅生活支援事業実施届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあつては、主

届出者 たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、そ �
の名称及び代表者の氏名）

事 業

種 類

内 容

経営者

氏名（法人にあつては、名称）

住所（法人にあつては、主た

る事務所の所在地）

条 例 、 定 款 そ の 他 の 基 本 約 款 別紙のとおり

職 員

定 数

職 務 の 内 容 別紙のとおり

主 な 職 員 の 氏 名 及 び 経 歴 別紙のとおり

精神障害者短期入所事業

又は精神障害者地域生活

援助事業の用に供する施

設又は住居

名 称

種類（精神障害者

地域生活援助事業

に係るものを除く

。）

所 在 地

入所定員又は入居

定員

事 業 開 始 の 予 定 年 月 日 年 月 日

注１ 複数の種類の事業を開始する場合は、それぞれの種類ごとに作成すること。

２ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができる。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

 収支予算書

� 事業計画書

� その他知事が必要と認める書類

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

１４



様式第３０号（第３２条関係） 精神障害者居宅生活支援事業変更届出書

精神障害者居宅生活支援事業変更届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあつては、主

届出者 たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、そ �
の名称及び代表者の氏名）

事 業

種 類

内 容

変 更 事 項

（変更年月日）

変 更 前 の 内 容 変 更 後 の 内 容 変 更 の 理 由

（ 年 月 日）

（ 年 月 日）

（ 年 月 日）

（ 年 月 日）

注１ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができる。

２ 変更の内容に応じ、知事が必要と認める書類を添付すること。

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

１５



様式第３１号（第３２条関係） 精神障害者居宅生活支援事業廃止（休止）届出書

精神障害者居宅生活支援事業廃止（休止）届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあつては、主

届出者 たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、そ �
の名称及び代表者の氏名）

事 業

種 類

内 容

廃止（休止）しようとする

年 月 日
年 月 日

廃 止 （ 休 止 ） の 理 由

現に利用している者に対する

措置

休 止 の 予 定 期 間 年 月 日まで

（廃止の場合にあつては、記載の必要はない。）

注１ 不要の文字は、抹消すること。

２ 複数の種類の事業を廃止し、又は休止する場合は、それぞれの種類ごとに作成すること。

３ 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができる。

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

１６



附 則

この規則は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県規則第３５号
愛媛県健康増進センター使用規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県健康増進センター使用規則の一部を改正する規

則

愛媛県健康増進センター使用規則（昭和５０年愛媛県規則第

５３号）の一部を次のように改正する。

別表第２ １の表特定検査診断指導の部血液化学検査ビリ
たん

ルビン総蛋白アルブミン尿素窒素クレアチニン尿酸アルカリ

フォスファターゼγ－ＧＴＰトリグリセライドの項使用料金

額の欄中「１２０円」を「１００円」に改め、同部血液化学検査
こう

膠質反応血糖の項同欄中「１２０円」を「１１０円」に改め、同

部血液化学検査ＨＤＬ－コレステロール総コレステロールＧ

ＯＴＧＰＴの項同欄中「２００円」を「１７０円」に改め、同部

血液化学検査注１の項中「１，１２０円」を「１，０４０円」に改め

、同部血液化学検査注２の項中「１，２８０円」を「１，２００円」

に改め、同部血液化学検査注３の項中「１，４００円」を「１，３

２０円」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県健康増進センター使用規則別表第２の規

定は、この規則の施行の日以後の使用許可の申請に係る使

用料について適用し、同日前の使用許可の申請に係る使用

料については、なお従前の例による。


	
	
	

�愛媛県規則第３６号
愛媛県立保育専門学校規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立保育専門学校規則の一部を改正する規則

愛媛県立保育専門学校規則（昭和２８年愛媛県規則第３０号）

の一部を次のように改正する。

第５条に次の１項を加える。

２ 各教科目の単位数は、１単位の履修時間を教室内及び教

室外を合わせて４５時間とし、次に掲げる基準により計算す

るものとする。

 講義については、教室内における１時間の講義に対し

て教室外における２時間の準備のための学修を必要とす

るものとし、１５時間の講義をもつて１単位とする。

� 演習については、教室内における２時間の演習に対し

て教室外における１時間の準備のための学修を必要とす

るものとし、３０時間の演習をもつて１単位とする。

� 実技及び実習については、学修は、すべて実習場等に

おいて行われるものとし、４５時間の実技又は実習をもつ

て１単位とする。

第２１条中「学校所定の課程を修了した者に対しては」を「

別表に定める所定の単位数のうち最低必要修得単位数を修得

した者に対しては、卒業を認め」に改める。

別表を次のように改める。

別表（第５条、第２１条関係）

区 分 教 科 目

単 位 数

講 義 演 習
実 技

実 習

社 会 福 祉 ２

社 会 福 祉 援 助 技 術 ２

必

修

科

目

児 童 福 祉 � ２

保 育 原 理 � ４

養 護 原 理 ２

教 育 原 理 ２

発 達 心 理 学 � ２

教 育 心 理 学 ２

小 児 保 健 � ４

小 児 保 健 � １

小 児 栄 養 � ２

精 神 保 健 ２

家 族 援 助 論 ２

保 育 内 容（総 論） １

保 育 内 容（健 康） １

保 育 内 容（人 間 関 係） １

保 育 内 容（環 境） １

保 育 内 容（言 葉） １

保 育 内 容（表 現 �） １

乳 児 保 育 � ２

障 害 児 保 育 ２

養 護 内 容 ２

基 礎 技 能（音 楽 �） ２

基 礎 技 能（図 画 工 作） ２

基 礎 技 能（幼 児 体 育 �） １

保 育 実 習 � ５

総 合 演 習 ２

児 童 福 祉 � １

選

択

必

修

科

目

保 育 原 理 � １

発 達 心 理 学 � ２

発 達 心 理 学 � ２

小 児 栄 養 � ２

カ ウ ン セ リ ン グ 論 ２

保 育 内 容（表 現 �） １

保 育 内 容（表 現 �） １

乳 児 保 育 � ２

児 童 文 化 ２

基 礎 技 能（音 楽 �） ４

基 礎 技 能（幼 児 体 育 �） １

保 育 実 習 � ２

保 育 実 習 � ２

教

養

倫 理 学 ２

社 会 学 ２

法 学 ２
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立保育専門学校規則別表の規定は、平成

１４年度以後に愛媛県立保育専門学校に入学する者に係る修

業教科目及び配当単位数について適用し、平成１３年度以前

に同校に入学した者に係る修業教科目及び配当単位数につ

いては、なお従前の例による。

�愛媛県規則第３７号
愛媛県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

第２３条の２中「指定医療機関（休止・廃止・再開）届出書」を「指定医療機関業務（休止・廃止・再開）届出書」に改める

。

様式第３ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の状況及び所見（１３歳以上用）の項１中「又は�のうち」を「�に
ついては」に改め、同項１及び�を次のように改める。

 Ｈ Ｉ Ｖ の 抗 体 ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 法 の 結 果

検 査 法 検 査 日 検 査 結 果

判 定 結 果 年 月 日 陽 性 、 陰 性

注 １ 酵 素 抗 体 法 （ Ｅ Ｌ Ｉ Ｓ Ａ 法 ） 、 粒 子 凝 集 法 （ Ｐ Ａ 法 ） 、 免 疫 ク ロ マ ト

グ ラ フ ィ ー 法 （ Ｉ Ｃ 法 ） 等 の う ち 、 １ つ を 行 う こ と 。

� 抗 体 確 認 検 査 又 は Ｈ Ｉ Ｖ 病 原 検 査 の 結 果

検 査 名 検 査 日 検 査 結 果

抗 体 確 認 検 査 の 結 果 年 月 日 陽 性 、 陰 性

Ｈ Ｉ Ｖ 病 原 検 査 の 結 果 年 月 日 陽 性 、 陰 性

注 ２ 「 抗 体 確 認 検 査 」 と は 、 Ｗ ｅ ｓ ｔ ｅ ｒ ｎ Ｂ ｌ ｏ ｔ 法 、 蛍 光 抗 体 法 （

Ｉ Ｆ Ａ 法 ） 等 の 検 査 を い う 。

３ 「 Ｈ Ｉ Ｖ 病 原 検 査 」 と は 、 Ｈ Ｉ Ｖ 抗 原 検 査 及 び ウ イ ル ス 分 離 、 Ｐ Ｃ Ｒ

法 等 の 検 査 を い う 。

様式第３ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の状況及び所見（１３歳以上用）の項２注中５を４とし、同項３注中６

を５とし、同項４注中７を６とし、同項４�注中８を７とし、９を８とし、同様式ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
障害の状況及び所見（１３歳未満用）の項１中「又は�」を「及び�」に改め、「確認される」の下に「。�については、いず
れか１つの検査による確認が必要である」を加え、「１５箇月未満」を「１８箇月未満」に、「次の�」を「次のの検査に加え
て、�のうち「ＨＩＶ病原検査の結果」」に改め、同項１及び�を次のように改める。

 Ｈ Ｉ Ｖ の 抗 体 ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 法 の 結 果

検 査 法 検 査 日 検 査 結 果

判 定 結 果 年 月 日 陽 性 、 陰 性

注 １ 酵 素 抗 体 法 （ Ｅ Ｌ Ｉ Ｓ Ａ 法 ） 、 粒 子 凝 集 法 （ Ｐ Ａ 法 ） 、 免 疫 ク ロ マ ト

グ ラ フ ィ ー 法 （ Ｉ Ｃ 法 ） 等 の う ち 、 １ つ を 行 う こ と 。

� 抗 体 確 認 検 査 又 は Ｈ Ｉ Ｖ 病 原 検 査 の 結 果

生 活 科 学 ２

科

目

生 物 学 ２

英 語 ２

体 育 １ １

備 考

最低必要修得単位数

必 修 科 目 ５３単位

選択必修科目 ２１単位（うち保育実習４単位）

教 養 科 目 １２単位（うち体育２単位）

合 計 ８６単位
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�愛媛県規則第３８号
漁港法の規定に基づく許可等に関する規則等の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

漁港法の規定に基づく許可等に関する規則等の一部を

改正する規則

（漁港法の規定に基づく許可等に関する規則の一部改正）

第１条 漁港法の規定に基づく許可等に関する規則（昭和４３

年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

題名及び第１条中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改

める。

第３条中「漁港法施行規則」を「漁港漁場整備法施行規

則」に改める。

様式第３号備考３中「漁港法」を「漁港漁場整備法」
に改める。

（愛媛県県立自然公園条例施行規則等の一部改正）

第２条 次に掲げる規則の規定中「漁港法」を「漁港漁場整

備法」に改める。

 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規

検 査 名 検 査 日 検 査 結 果

抗 体 確 認 検 査 の 結 果 年 月 日 陽 性 、 陰 性

Ｈ Ｉ Ｖ 病 原 検 査 の 結 果 年 月 日 陽 性 、 陰 性

注 ２ 「 抗 体 確 認 検 査 」 と は 、 Ｗ ｅ ｓ ｔ ｅ ｒ ｎ Ｂ ｌ ｏ ｔ 法 、 蛍 光 抗 体 法 （

Ｉ Ｆ Ａ 法 ） 等 の 検 査 を い う 。

３ 「 Ｈ Ｉ Ｖ 病 原 検 査 」 と は 、 Ｈ Ｉ Ｖ 抗 原 検 査 及 び ウ イ ル ス 分 離 、 Ｐ Ｃ Ｒ

法 等 の 検 査 を い う 。

様式第３ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の状況及び所見（１３歳未満用）の項２注中５を４とし、同項２�ア
注中６を５とし、同項２�イ注中７を６とし、同項２�ウ注中８を７とする。
様式第２６（その２）中「指定老人訪問看護事業者」を「指定居宅サービス事業者」に、

訪 問 看 護

ス テ ー シ

ョ ン 又 は

老 人 訪 問

看 護 ス テ

ー シ ョ ン

「 訪 問 看 護

事 業 又 は

居 宅 サ ー

ビ ス 事 業

を 行 う 事

業 所

「

を に改め、

」 」

区 分

該 当 す る □ に

レ 印 を 付 け る

こ と 。

□
訪 問 看 護

（ 年 月 日 指定）
ステーション

□
老人訪問看護

（ 年 月 日 指定）
ステーション

「

を削り、「訪問看護又は老人訪問看護」を

」

「訪問看護若しくは老人訪問看護又は居宅サービス」に、「保健婦、看護婦」を「保健師、看護師」に改める。

様式第２６の２注３中「指定老人訪問看護事業者」を「指定居宅サービス事業者」に、「指定訪問看護ステーション又は指定

老人訪問看護ステーション」を「当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業を行う事業所」に改める。

様式第２６の３中「指定医療機関（休止・廃止・再開）届出書」を「指定医療機関業務（休止・廃止・再開）届出書」に改め

、同様式注４中「指定老人訪問看護事業者」を「指定居宅サービス事業者」に、「指定訪問看護ステーション又は指定老人訪

問看護ステーション」を「当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業を行う事業所」に改める。

様式第２６の４注３中「指定老人訪問看護事業者」を「指定居宅サービス事業者」に、「指定訪問看護ステーション又は指定

老人訪問看護ステーション」を「当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業を行う事業所」に改める。

様式第２６の５（その２）中「・老人訪問看護事業者」を「・指定居宅サービス事業者」に改め、同様式区分の欄及び注を削

る。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県身体障害者福祉法施行細則様式第３の規定は、この規則の施行の日以後の診断に係る書類について適用し

、同日前の診断に係る書類については、なお従前の例による。
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則第２９号）第１７条第７号の２、第２１号の６及び第２５号の

２

� 愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和４９年愛媛県規

則第４６号）第１５条第１号ウ�並びに第１８条第１号エ及び
オ並びに第７号キ

� 愛媛県自然海浜保全条例施行規則（昭和５５年愛媛県規

則第５号）第６条第４号並びに第８条第３号、第４号及

び第２５号

� 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則

第３６号）別表第５ ３の項

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県規則第３９号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める

。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次

のように改正する。

第２条第１号中「（道路都市局（道路建設課、道路維持課

、都市計画課、都市整備課及び建築住宅課を除く。）を含む

。）」を削る。

第４条第１６号中「会計課長」の下に「及び総務課情報公開

第二課長補佐」を加える。

第５条第３項の表中「及び地方局出張所総務課又は地方局

出張所総務福祉課の担当係長」を「並びに西条地方局の産業

経済部伊予三島土地改良課及び丹原土地改良課、松山地方局

の総務福祉部久万福祉課及び産業経済部久万土地改良課、八

幡浜地方局の総務福祉部大洲福祉課及び宇和福祉課並びに産

業経済部大洲土地改良課及び宇和土地改良課並びに宇和島地

方局の総務福祉部御荘福祉課及び産業経済部御荘土地改良課

の庶務を担当する係長（担当係長を含む。以下この欄におい

て同じ。）」に改め、「含む。）」の下に「、伊予三島土木

事務所、丹原土木事務所」を加え、「、伊予地域農業改良普

及センター」及び「（担当係長を含む。以下この欄において

同じ。）」を削る。

第７条第１項第３号中「もの」の下に「（第５号に掲げる

会計事務を除く。）」を加え、同項第５号の表出納員の欄中

「内水面漁場

「内水面漁場管理委員会事務局の事務局長」を

警察本部の

管理委員会事務局の事務局長

に改める。

総務課情報公開第二課長補佐」

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第７３６号
愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）第６条の規

定により、知事印（専用公印）を次のとおり新設した。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

印 影 管 守 場 所 用 途
使用開始
年 月 日

西 条 地 方 局
農業経営

負担軽減

支援資金

用

平成１４年
３月２６日

今 治 地 方 局

松 山 地 方 局

八幡浜地方局

宇和島地方局


	
	
	

�愛媛県告示第７３７号
愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範

囲（昭和３９年３月愛媛県告示第２８３号）の一部を次のように

改正し、告示の日から施行する。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１号トを次のように改める。

ト 林業技術センター施設使用料

第１号中ナを削り、ニをナとし、ヌをニとし、ネをヌとし

、ノをネとし、ハをノとし、ヒをハとし、フをヒとし、ヘを

フとし、ホをヘとし、マをホとし、ミをマとし、ムをミとし

、メをムとし、モをメとし、ヤをモとし、ユをヤとし、ヨを

ユとし、ラをヨとし、リをラとし、ルをリとし、レをルとし

、ロをレとする。


	
	
	

�愛媛県告示第７３８号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭

和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正す

る。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

三の項�の表�の項名称の欄中「株式会社第一勧業銀行」
を「株式会社みずほ銀行」に改め、三の項�１の表名称の欄
中「四国労働金庫本店」を「四国労働金庫愛媛支店」に、「

第一勧業銀行」を「みずほ銀行」に改め、同項�２中「、東
予信用金庫、川之江信用金庫及び四国労働金庫の本店及び支

店」を「及び川之江信用金庫の本店及び支店、東予信用金庫

の本店、支店及び出張所並びに四国労働金庫の県内の支店」

に、「第一勧業銀行」を「みずほ銀行」に改める。

�愛媛県訓令第２号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

告 示

訓 令
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地 方 労 働 委 員 会

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のよ

うに定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

第１条 愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第

３７号）の一部を次のように改正する。

第３条に次のただし書を加える。

ただし、別表第１ １の部品目の欄及び同表２の部同

欄に掲げる貸与品については、この限りでない。

別表第１中「第２条」の下に「、第３条」を加え、同表

１の部貸与対象者の欄中「看護婦」を「看護師」に改め
、同部制服（夏）の項着用期間の欄及び同表２の部オーバ

ーブラウス（夏）の項同欄中「任意着用期間」を「着用し

ても差し支えない期間」に改める。

別表第２ １の部�の項貸与対象者の欄、同部�の項同
欄、同部�の項同欄、同部�の項同欄、同部�の項同欄、
同部�の項同欄及び同部�の項同欄中「林業試験場」を「
林業技術センター」に改め、同表４の部の項同欄中「出
張所総務課若しくは総務福祉課」を「宇和島地方局御荘福

祉課」に改め、同部�の項同欄中「又は出張所土地改良課
」を削り、同部�の項同欄中「林業試験場」を「林業技術
センター」に改め、同表１０の部�の項を削り、同部中�の
項を�の項とし、�の項を�の項とし、同表１１の部品目の
欄中「ゴム長靴」を「調理靴」に改め、同表１６の部同欄中

「ズボン」を「保育衣」に改め、同表中４２の部を４３の部と

し、３５の部から４１の部までを１ずつ繰り下げ、同表３４の部

貸与対象者の欄中「緑化センター」を「林業技術センター

」に改め、同部を同表３５の部とし、同表３３の部同欄中「林

業試験場」を「林業技術センター」に改め、同部を同表３４

の部とし、同表３２の部同欄中「林業振興課」を「林業政策

課」に改め、「若しくは出張所林業課」を削り、同部を同

表３３の部とし、同表中２７の部から３１の部までを１ずつ繰り

下げ、同表２６の部同欄中「若しくは出張所土地改良課」を

削り、同部備考の欄中「又は出張所土地改良課」を削り、

同部を同表２７の部とし、同表中２２の部から２５の部までを１

ずつ繰り下げ、同表２１の部中

安全靴 １ 年間 ３年「 」

を

安全靴 １ 年間 ３年

防寒服 １ 冬期 ３年 屋 外 実 習 業 務 に 従

事 す る 職 員 に 限 る

。

「

」

に改め、同部を同表２２の部とし、同表中２０の部を２１の部と

し、１９の部を２０の部とし、１８の部の次に次のように加える

。

１９ 食肉衛生検査センターに勤務

する職員のうち、と畜業務又は

食鳥検査業務に従事するもの

白衣 ２ 年間 １年

ズボン ２ 年間 ２年

ゴム長靴 ２ 年間 ２年

第２条 愛媛県職員被服等貸与規程の一部を次のように改正

する。

第３条ただし書を削る。

別表第１中「、第３条」を削り、同表中１の部及び２の

部を削り、３の部を１の部とし、４の部を２の部とする。

附 則

この訓令中、第１条の規定は公布の日から、第２条の規定

は平成１５年４月１日から施行する。


	
	
	

�愛媛県訓令第３号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県報発行規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県報発行規程の一部を改正する訓令

愛媛県報発行規程（昭和３１年愛媛県訓令第６号）の一部を

次のように改正する。

第７条中「、地方機関」を「及び次条第１項第１号に掲げ

る機関」に改める。

第８条第１項第１号及び第２号を次のように改める。

 各地方局、西条地方局伊予三島土木事務所及び丹原土

木事務所、松山地方局総務福祉部久万福祉課及び伊予土

木事務所、八幡浜地方局総務福祉部大洲福祉課及び宇和

福祉課、宇和島地方局総務福祉部御荘福祉課並びに東京

事務所及び大阪事務所

� 県立学校及び県立図書館

第８条第１項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６

号を削り、第７号を第５号とし、第８号を第６号とする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県訓令第４号

農 林 水 産 部

各 地 方 機 関

漁港に関する受託事務処理規程を廃止する訓令を次のよう

に定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

漁港に関する受託事務処理規程を廃止する訓令

漁港に関する受託事務処理規程（昭和３２年愛媛県訓令第５

号）は、廃止する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県監査委員規程第２号
愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。

平成１４年４月１日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 達 川 光 作

監査委員規程
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同 横 田 弘 之

同 井 上 和 久

愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程

愛媛県監査委員監査規程（昭和５５年愛媛県監査委員規程第

１号）の一部を次のように改正する。

様式第６号注２を削り、同様式注１を同様式注とする。

様式第２２号注中「、特別地方消費税」を削る。

様式第４５号中「看護婦１人」を「看護師１人」に、「看護

婦数」を「看護師数」に改め、同様式注２中「看護婦」を「

看護師」に改める。

附 則

１ この規程は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県監査委員監査規程様式第６号の規定は、

平成１４年度以後の財務に係る監査調書から適用し、平成１３

年度の財務に係る監査調書については、なお従前の例によ

る。


	
	
	

�愛媛県監査委員規程第３号
愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程を次のように

定める。

平成１４年４月１日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 達 川 光 作

同 横 田 弘 之

同 井 上 和 久

愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程

愛媛県監査事務局規程（昭和４１年愛媛県監査委員規程第１

号）の一部を次のように改正する。

第７条中第１４号を第１６号とし、第１２号及び第１３号を２号ず

つ繰り下げ、同条第１１号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取扱

いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び削除

の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人情報の

取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを除く。）

。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第８号
愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「中学校」の下に「（中等教育学校の前期課程を含む。）」を加える。

第４条及び第５条中「進学届」を「進学届兼確認書」に改める。

第１号様式中

進 学

希 望 校

高等学校（高等部）・高等専門学校 科
立

短期大学・大学 学部 学科

入学資格検定

（認定）合格年度
年度

「

を

」

進 学

希 望 校

高等学校（中等教育学校・高等部）・高等専門学校 科
立

短期大学・大学 学部 学科

入学資格検定

（認定）合格年度
年度

通 学

形 態
自宅通学 ・ 自宅外通学（自宅外通学に係る奨学金の貸与の希望 有 ・ 無 ）

「

に改める。

」

第２号様式中

「 学習成績の評定平均値 人物総合判定

Ａ Ｂ Ｃ

自 宅 外 通 学 に 係 る
奨 学 金 の 適 用

基準１ ２

「

を に改める。

」 」

第３号様式中「） 進学届」を「） 進学届兼確認書」に改め、同様式２の項の次に次のように加える。

３ 通学形態 自宅通学・自宅外通学

第３号様式中

学校長氏名 印
「

を
」

教育委員会規則

学習成績の評定平均値 人物総合判定

Ａ Ｂ Ｃ

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

２２




	
	
	

�愛媛県教育委員会規則第９号
職員の旅費支給等に関する規則の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

職員の旅費支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の旅費支給等に関する規則（昭和３２年愛媛県教育委員

会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号の表中

３級１５号給以上

３級１６号給以上 ３級１号給から１４号
給まで

３級１号給から１５号
給まで及び２級２３号
給以上で管理職にあ
る者

２級１５号給以上で管
理職にある者

「

を

」

３級１５号給以上及び
再任用教育職員４級

３級１６号給以上及び
再任用教育職員４級

３級１号給から１４号
給まで及び再任用教
育職員３級

３級１号給から１５号
給まで、２級２３号給
以上で管理職にある
者及び再任用教育職
員３級

２級１５号給以上で管
理職にある者

「

に、

」

３級２級１４号給から１７号
給まで

２級１１号給から１４号
給まで

１級７号給以上２級

２級２級２号給から１３号
給まで及び１級１２号
給以上

２級２号給から１０号
給まで及び１級１１号
給以上

１級１級２号給から１１号
給まで

１級２号給から１０号
給まで

１級１号給から
６号給まで

１級

「

を

」

３級２級１４号給から１７号
給まで及び再任用教
育職員２級

２級１１号給から１４号
給まで及び再任用教
育職員２級

１級７号給以上
及び再任用職員
１級

２級

２級２級２号給から１３号
給まで、１級１２号給
以上及び再任用教育
職員１級

２級２号給から１０号
給まで、１級１１号給
以上及び再任用教育
職員１級

１級１級２号給から１１号
給まで

１級２号給から１０号
給まで

１級１号給から
６号給まで

１級

備考 この表において、「再任用教育職員」又は「再任用職員」

「

に

とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第
１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２
項の規定により採用された教育職員又は職員をいう。 」

改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県教育委員会規則第１０号
技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則

等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する

規則等の一部を改正する規則

（技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規

則の一部改正）

第１条 技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関す

る規則（昭和２７年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を

次のように改正する。

第５条第１項中「２０日」の下に「（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）にあつては、別に定める日数）」を加える。

第９条の次に次の１条を加える。

（病児看護の際の休暇）

第９条の２ 職員の養育している子（別に定める子に限る

。）で学校保健法施行規則（昭和３３年文部省令第１８号）

第１９条に規定する伝染病にかかつているものをその職員

が看護する必要があると所属長が認定したときは、１年

を通じて５日（再任用短時間勤務職員にあつては、その

者の勤務時間等を考慮し５日を超えない範囲内で別に定

める日数）以内の期間中は、有給休暇とすることができ

る。

第１０条の２第１項中「１歳」を「３歳」に改める。

第１１条第１項中「４０時間」の下に「（再任用短時間勤務

職員にあつては、１６時間から３２時間までの範囲内で所属長

学校長氏名 印

確 認 書

上記の進学届を提出するに当たり、奨学金については、
自 宅 通 学

の貸与額
自宅外通学

を希望することを確認します。

本 人 住 所

氏 名 �

保 護 者 又 は 住 所

保護者であつた者 氏 名 �

「

に改め、同様式�を同様式�３とし、同様式�

」

３の前に次のように加える。

１ 進学届の３の項については、高等学校又は高等専門学校に進学した場合に、該当する文字を○で囲むこと。

２ 確認書にあつては、高等学校又は高等専門学校に進学した場合に記入し、該当する文字を○で囲むこと。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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が教育委員会の承認を得て別に定める時間）」を加え、同

条第２項中「土曜日」の下に「（再任用短時間勤務職員に

あつては、これらの日に加え、月曜日から金曜日までの５

日間において職員ごとに所属長が教育委員会の承認を得て

別に定める日）」を加え、「５日間において午前８時３０分

」を「５日間（再任用短時間勤務職員にあつては、１週間

ごとの期間）において、県立学校に勤務する職員にあつて

は所属長が１日につき８時間（再任用短時間勤務職員にあ

つては、８時間の範囲内で職員ごとに所属長が教育委員会

の承認を得て別に定める時間）となるように、その他の職

員にあつては午前８時３０分」に改め、「午後５時１５分」の

下に「（再任用短時間勤務職員にあつては、午前８時３０分

から午後５時１５分までの範囲内で職員ごとに所属長が教育

委員会の承認を得て別に定める時間）」を加え、同条第３

項中「次の各号に掲げる」を「愛媛県立図書館等に勤務す

る職員の勤務時間の割振り等に関する規則（平成元年愛媛

県教育委員会規則第６号。以下「規則」という。）第１条

に規定する機関に勤務する」に、「当該各号に掲げる」を

「規則第２条の」に改め、同項各号を削る。

第１２条を次のように改める。

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の

制限）

第１２条 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下

同じ。）において常態として当該子を養育することがで

きるものとして別に定める者に該当する場合における当

該職員を除く。）が、当該子を養育するために請求した

場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜

における勤務をさせてはならない。

２ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態と

して当該子を養育することができるものとして別に定め

る者に該当する場合における当該職員を除く。以下この

項において同じ。）が、当該子を養育するために請求し

た場合には、当該請求をした職員の業務を処理するため

の措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、別

に定める時間を超えて、正規の勤務時間外の勤務（災害

その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務そ

の他別に定める勤務を除く。）をさせてはならない。

３ 前２項の規定は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神

上の障害のため介護を必要とする者で別に定めるもの（

以下「要介護者」という。）を介護する職員について準

用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子

の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時

までの間をいう。以下同じ。）において常態として当該

子を養育することができるものとして別に定める者に該

当する場合における当該職員を除く。）」とあるのは「

要介護者のある職員」と、「、当該子を養育する」とあ

るのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜におけ

る」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。）における」と、前項中「小学校就学の

始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該

子の親であるものが、常態として当該子を養育すること

ができるものとして別に定める者に該当する場合におけ

る当該職員を除く。以下この項において同じ。）」とあ

るのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養育す

る」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と読み替

えるものとする。

第１５条中「から第１４条まで」を「、第１３条及び第１４条」

に改める。

（愛媛県教育委員会事務局職員等の勤務時間の割振り等に

関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県教育委員会事務局職員等の勤務時間の割振り

等に関する規則（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１２号）

の一部を次のように改正する。

第３条第２項を次のように改める。

２ 愛媛県立学校に勤務する学校栄養職員及び事務職員の

勤務時間については、教育職員の勤務時間の割振り等に

関する規則（昭和４５年愛媛県教育委員会規則第３号）第

２条第１項、第３条及び第４条の規定を準用する。

第３条第３項中「前項の職員を除くほか」を「前２項の

規定にかかわらず」に改める。

（教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則の一部改正

）

第３条 教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則（昭和

４５年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改

正する。

第２条を次のように改める。

（勤務時間等）

第２条 教育職員（次項の規定の適用を受ける職員を除く

。）の勤務時間は、１日につき８時間となるように所属

長が割り振るものとする。

２ 寄宿舎指導員の週休日は、毎４週間につき所属長が職

員ごとに指定する８日とし、その勤務時間は、毎４週間

につき１週間当たり４０時間となるように所属長が割り振

るものとする。この場合においては、勤務日が引き続き

１２日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り振ら

れる勤務時間が１６時間を超えないようにしなければなら

ない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


	
	
	

�愛媛県教育委員会規則第１１号
愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校教職員設置規則（昭和３１年愛媛県教育委員

会規則第１９号）の一部を次のように改正する。

第１条第２項及び第３条第１項中「寮母」を「寄宿舎指導

員」に改める。

第１３条第１項及び第２項中「同和教育推進主任」を「人権
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・同和教育推進主任」に改め、同条第３項中「同和教育推進

主任」を「人権・同和教育推進主任」に、「同和教育」を「

人権・同和教育」に改める。

第１６条の２第１項中「主任寮母」を「主任寄宿舎指導員」

に改め、同条第２項中「主任寮母」を「主任寄宿舎指導員」

に、「寮母」を「寄宿舎指導員」に改め、同条第３項中「主

任寮母」を「主任寄宿舎指導員」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則３－１７
愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規

則

愛媛県人事委員会事務局処務規則（愛媛県人事委員会規則

３－１）の一部を次のように改正する。

第１１条第３号中「第５８条第４項」を「第５８条第５項」に改

め、同条中第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加

える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取扱

いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び削除

の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人情報の

取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを除く。）

。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会告示第３号
労働基準法別表第１による愛媛県の事業又は事業所の号別

区分等（平成１１年３月愛媛県人事委員会告示第２号）の一部

を次のように改正する。

平成１４年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

表１２の項事業又は事務所の欄中「林業試験場」を「林業技

術センター」に改め、同表労働基準法別表第１各号のいずれ

にも該当しないものの項同欄中「地方局出張所」を削り、「

「児童相談所

児童相談所」を に改め、「緑化セ

食肉衛生検査センター」

ンター」を削る。

�愛媛県公営企業管理規程第６号
愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を改正する管理規程を

次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県公営企業管理者職務代理者

愛媛県公営企業管理局長 永 野 英 詞

愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を改正する管理規

程

第１条 愛媛県企業職員被服貸与規程（昭和４６年愛媛県公営

企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項に次のただし書を加える。

ただし、別表第１女子職員のうち、次の各号に掲げる

ものの項品名の欄及び同表女子職員（技能労務職員のう

ち、電話交換及び医療計算の業務に従事する者以外のも

のに限る。）の項同欄に掲げる被服については、この限

りでない。

別表第１中「第３条」の下に「、第６条」を加え、同表

看護業務に従事する職員の項を次のように改める。

看護師 男女 予防衣 ３着 〃 〃

看護衣 ３着 〃 〃

看護帽 ３個 〃 〃

看護靴 ２足 〃 〃

男子 看護ズボン ３着 〃 〃

女子 看護衣上着
２着 〃 〃

（半袖）

看護ズボン ２着 〃 〃

靴下 ３足 〃 〃

別表第１備考１中「任意着用期間」を「着用しても差し

支えない期間」に改める。

第２条 愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を次のように改

正する。

第６条第１項ただし書を削る。

別表第１中「、第６条」を削り、同表女子職員のうち、

次の各号に掲げるものの項、女子職員（技能労務職員のう

ち、電話交換及び医療計算の業務に従事する者以外のもの

に限る。）の項及び備考の項を削る。

附 則

この管理規程中、第１条の規定は公布の日から、第２条の

規定は平成１５年４月１日から施行する。

人事委員会規則

人事委員会告示

公営企業管理規程

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４

２５



平成１４年４月１日 印刷
平成１４年４月１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２６

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外４


